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施設サービス・短期入所サービスの 

『食費と居住費（滞在費）に対する負担軽減制度』のお知らせ 

【介護保険負担限度額認定（特定入所者介護サービス費）】 

☆負担軽減制度を利用するためには申請をして認定を受ける必要があります。 

 

【制度】 

   介護保険の施設サービス（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院お

よび地域密着型介護老人福祉施設）や、短期入所生活介護（ショートステイ）・短期入所療養介護（医療

型ショートステイ）を利用する場合、食費や居住費（滞在費）は全額自己負担となります。ただし、以下

の要件に該当する方は、申請をすれば介護保険負担限度額認定を受けることができます。この認定を受け

た方は、自己負担限度額が決められ、認定証を利用する施設へ提示することで、食費や居住費（滞在費）

については限度額内までの支払いとなります。 

 

【負担限度額認定該当要件】 

① 申請者本人及びその世帯の方の課税状況（住民税）について確認します。 

② 配偶者（婚姻届を提出していない事実婚も含む）の課税状況（住民税）について（世帯が同じ

かどうかは問わず、課税されている場合には負担軽減の対象外とする）確認します。 

③ 下記表の「預貯金等の資産状況」の基準を確認（単身の方（配偶者がいない方）の資産や夫婦

（本人と配偶者）の資産の合計が下記表の右欄の基準を超えている場合は対象外） 

① ～③の要件を満たしている場合は、下記表の中央欄と右欄を確認し、左欄にある利用者負担段階を決定いたします。 

 

                      令和３年８月から下記の基準となります。 

利用者負担段階 所得の状況 預貯金等の資産状況 

 

第１段階 

 

・生活保護受給者の方等 

・住民税非課税世帯(上記②も含む)で老齢福

祉年金受給者の方 

単身：１０００万円以下 

夫婦：２０００万円以下 

 

第２段階 

 

・住民税非課税世帯(上記②も含む)で､前年の

合計所得金額と年金収入額の合計が 80 万

円以下の方(年金収入には遺族年金や障害

年金等の非課税年金も含まれます) 

単身： ６５０万円以下 

夫婦：１６５０万円以下 

 

第３段階－① 

・住民税非課税世帯で(上記②も含む)､前年の

合計所得金額と年金収入額の合計が 80 万

円を超え、120 万円以下の方(年金収入に

は遺族年金や障害年金等の非課税年金も

含まれます) 

 

単身： ５５０万円以下 

夫婦：１５５０万円以下 

 

第３段階－② 

・住民税非課税世帯で(上記②も含む)､前年の

合計所得金額と年金収入額の合計が 120

円を超える方(年金収入には遺族年金や障

害年金等の非課税年金も含まれます) 

単身： ５００万円以下 

夫婦：１５００万円以下 
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【食費と居住費（滞在費）の負担限度額】   令和３年８月から下記の負担限度額となります。 

利用者負担段階 

 

1 日当たりの

食費 

1 日当たりの居住費（滞在費） 

多床室 従来型個室 ユニット型個室的多床室 ユニット型個室 

利用者負担 

第 1 段階 
300 円 0 円 

490 円 

(320 円) 
490 円 820 円 

利用者負担 

第 2 段階 

390 円 

【600 円】 
370 円 

490 円 

(420 円) 
490 円 820 円 

利用者負担 

第 3 段階－① 

650 円 

【1,000 円】 
370 円 

1,310 円 

(820 円) 
1,310 円 1,310 円 

利用者負担 

第 3 段階－② 

1,360 円 

【1,300 円】 
370 円 

1,310 円 

(820 円) 
1,310 円 1,310 円 

利用者負担第 4段階

(負担限度認定制度

非該当のかた)  

1445 円 
377 円 

（855 円） 

1,668 円 

(1,171 円) 
1,668 円 2,006 円 

※限度額が適用されない基準費用額（標準的な目安）は上記のとおりです。第 4

段階の費用負担額は、施設によって異なり契約によって決められています。 

※表中の( )は、介護老人福祉施設（特養）や短期入所生活介護利用時の費用です。 

※表中の【 】は、短期入所生活介護または短期入所療養介護利用時の費用です。 

 

【申請の期間及び有効期間】 

   申請は下記【提出場所】で随時受付をします（郵送可）。負担限度額認定の有効期間は、申請日の属する

月の初日から令和 4年 7月末までです。現在認定証を交付されている方で、8 月 1 日以降も引き続き対象と

なる施設等サービスを利用する計画であり減額を受けようとするためには、8 月末日までに改めて申請が

必要です。新しい期間を対象とした申請は、７月１日から受付を開始します。 

   なお、住所の変更や世帯の変更・世帯員の課税状況等の変更がある場合には、改めて審査を行う必要が

ありますので、再度申請を行ってください。 

 

【申請日について】 

◎申請日は、窓口に提出した日となります。（入所日や申請書を記入した日ではありません。） 

◎窓口が土曜・日曜・祝日等で閉庁していた場合は、月曜日や祝日あけの日に限り、申請日が窓口へ提出

した日となっていなくても、受付をします。郵送の場合の申請日は、申請書が窓口へ到着した日となり

ますのでご留意ください。なお、遠方などで到着が遅れ支障が生じるおそれがある場合は、事前にご相

談ください。 

 

【提出場所】 

◎島原市・雲仙市・南島原市の各市役所（各支所）の担当窓口 

◎島原地域広域市町村圏組合 介護保険課窓口（給付係） 

※郵送可（〒859-1492 島原市有明町大三東戊 1327 島原市役所有明庁舎 3 階 ℡: 0957-61-1104） 

 

【申請の代行】 

   家族や施設職員による申請の代行は可能です（申請書の代行提出の欄に記入）。 

 

【成年後見人による申請】 

   成年後見人による申請の場合は、成年後見登記に関する登記事項証明書及び成年後見人の本人確認がで

きるもの（運転免許証・健康保険証・パスポート等）の写しを提出してください。 
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【申請における注意点】 

  ◎申請においては、あらかじめ通帳の写し等の確認書類を揃えた上で申請してください。 

（※書類が揃っていない場合には、申請の受付ができない場合があります。） 

  ◎施設入所中の場合、本人や家族が申請書を提出するのか、施設が申請書を提出するのかについて、両者

で確認の上で申請書を提出してください。（重複することがないようお願いします。） 

◎介護支援専門員が代行で申請書を提出する場合にも、本人や家族と申請が重複することがないよう確認

の上で、提出をお願いします。 

 

【申請時提出書類】 

  ①介護保険負担限度額認定申請書（同意書も含む） 

   （同意書欄は、本人と配偶者部分がありますが、印鑑は異なるものを押印してください。申請者本人印

は、表面と同じものを押印してください。） 

  ②預貯金等の写し（金額等確認できるようはっきりコピーしてください） 

   ・単身の場合は本人の分のみ、配偶者がいる場合は本人と配偶者の分の全ての金融機関分 

   ・銀行名・支店・口座番号・名義のわかる部分と、申請日の 2 カ月前の取引から最終残高までの部分 

   ・負債がある場合は、借用証明書などの写し 

※写しは、バラバラにならないようホッチキスなどで留めて提出してください。 

 

【預貯金等について】   ※申請時に、通帳等の写しの提出が必要です（前記参照）。 

預貯金等に含まれるもの 

（資産性があり、換金性が高く、 

価格評価が容易なものが対象） 

 

確認方法（提出書類等） 

 

預貯金（普通・定期） 

 

通帳の写し （インターネットバンクであれば口

座残高ページの写し） 

有価証券（株式・国債・地方債・社債など） 

 

 証券会社や銀行の口座残高の写し 

 （ウェブサイトの写しも可） 

金・銀（積立購入を含む）など、購入先の口座残高

によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 

 購入先の口座残高の写し 

（ウェブサイトの写しも可） 

投資信託 

 

 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し 

（ウェブサイトの写しも可） 

タンス預金（現金）  自己申告 

  ◎負債（借入金・住宅ローンなど）は、預貯金等から差し引いて計算します（借用証書などで確認）。ま

た、価格評価は、申請日の直近２カ月以内の写し等により行います。 

◎預貯金に含まれないものは、生命保険（貯蓄性のある商品も含む）・自動車・貴金属（腕時計や宝石な

ど時価評価額の把握が困難であるもの）・その他高価な価値のあるもの（絵・骨董品・家財など）です。 

◎預貯金等を親族に贈与した場合には、本人の意思に基づく適法な贈与が行われた場合には、贈与された

資産については判定の対象外となります。 

◎生活保護受給者は、預貯金等の写しを添付する必要はありません。 

◎申請時には、必ず、金融機関等への照会についての同意書欄への記入と押印が必要です。必要に応じ、

島原地域広域市町村圏組合から金融機関へ照会をする場合があります。 

◎介護保険法第 22 条第 1 項の改正により、特定入所者介護サービス費を偽りその他の不正行為により受

給した場合、給付した額の返還に加えて、最大給付額の 2 倍の加算金を課す場合があります。 
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◎施設に入所した時点では預貯金等が基準額を超えていても、その後、預貯金等が基準を下回った場合に

は、その時点で申請を行って給付を受けることは可能です。 

 

【結果の通知先】 

◎被保険者の住民基本台帳上の住所へ郵送します。ただし、介護保険送付先管理依頼届出書（介護保険に

関する島原地域広域市町村圏組合からの全ての通知などを、住所地以外への送付を依頼する届出書）に

より届出がされている場合には、その登録された住所へ郵送します。 

 

【結果通知の送付時期】 

◎随時の申請につきましては、当組合で受付後、概ね 1 週間～10 日程度で発送予定です。 

◎更新の申請につきましては、7 月下旬から順次発送する予定です。 

◎ただし、課税状況や預貯金等の確認のために審査判定に時間を要する場合があります。また、要介護認

定申請中のために要介護認定の有効期間がない方は、要介護認定があってからの審査判定となりますの

で時間を要します。あらかじめご了承ください。 

 

【結果通知後】 

◎認定された場合、結果通知と認定証が届きます。届きましたら、利用される介護保険施設へ認定証を提

示してください。 

◎認定されなかった場合（非該当の場合）は、結果通知のみが届きますので、保管しておいてください。 

 なお、介護保険施設に入所されている方は介護保険施設へ結果通知を提示してください。 

◎結果通知後に住所の変更や世帯の変更・世帯員の課税状況等の変更がある場合には、再度申請を行って

ください。 

 

【住民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について】 

   利用者負担第４段階に該当する方で、生計が困難になる場合には、利用者の申請にもとづき、当組合で

確認のうえ、第３段階とみなして食費もしくは居住費またはその両方について、負担軽減を受けることが

できます。この特例の対象は、以下①～⑥の要件をすべて満たす人で、対象期間は一つでも要件に該当し

なくなるまでの間です。この特例措置はショートステイ利用には適用されません。 

   ①２人以上の世帯の方（施設入所により世帯が分かれた場合も同一世帯とみなす。②～⑥において同

じ。） 

   ②介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第４段階の食費・居住費を負担

⇒確認できる施設の契約書等の写しを添付 

   ③全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と

年金以外の合計所得金額（長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除す

べき金額を控除して得た額）の合計額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控

除した額が 80 万円以下 

   ④全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有

価証券の合計額が 450 万円以下 

   ⑤全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に

利用し得る資産を所有していない 

   ⑥全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない 


